
問い合わせ窓⼝
佐伯市福祉保健部障がい福祉課
〒８７６−８５８５  佐伯市中村南町１番１号
電話：０９７２−２２−４５１４

障がい福祉サービスを利⽤する⽅へ

サービス等利⽤計画について

 障がい福祉サービス（介護給付費・訓練等給付費・地域相談⽀援給付費の対象となるサービ
ス）を利⽤する⽅は、サービス等利⽤計画が必要です。
 
 障がい福祉サービスの利用申請（更新申請）の際に、"サービス等利用計画案提出依頼書"が届きま

したら、裏面「～サービス利用（サービス等利用計画作成を含む）の流れ～」の手順に従って進めてくだ
さい。

Q.“サービス等利⽤計画”って何？
A.障がい者のニーズや置かれている状況を考慮して、福祉、保健、医療、教
育、就労、住宅等の総合的な視点から、地域での⾃⽴した⽣活を⽀えるために
作成するものです。
※障がい福祉サービスを利⽤（更新）する（予定の）⽅、全員に作成が必要です。

Q.“サービス利⽤計画”は誰が作ることができるの？
A.“指定特定相談⽀援専⾨員”が作ることが出来ます。
 “指定特定相談⽀援専⾨員”とは・・・各市町村で“特定相談⽀援事業者”として指定を
 受けた事業者で働いている相談⽀援専⾨員です。
 相談⽀援専⾨員は、“サービス利⽤計画”の作成及び相談の受付等を⾏います。
 
 佐伯市の指定特定相談⽀援事業者については、佐伯市公式ホームページより指定状況を
 ご覧いただくか、障がい福祉課にご相談ください。

裏⾯もご確認ください。



⑦サービス等利⽤計画
   の作成

⑧サービスの利⽤開始

〜サービス利⽤（サービス等利⽤計画作成を含む）の流れ〜

①障がい福祉サービスの
     利⽤のため、市に申請

②市からサービス等利⽤
   計画案提出依頼書が届く

③相談⽀援事業者に
    サービス等利⽤計画案
    の作成依頼

⑥障がい福祉サービスの
     ⽀給決定

⑤③で作成されたサービス
     利⽤計画案を提出

④障害⽀援区分の
       認定調査、決定

新規又は更新で障がい福

祉サービスの利用を希望

する場合、障がい福祉課

に申請してください。

サービス等利用計画の作成

が必要となる方は、お手元

に【サービス等利用計画案

提出依頼書】が届きます。

指定特定相談支援事業者を

選び、契約を行う。
※セルフプラン（自己作
成）もできます。

認定調査員がご本人の身

体状況や生活状況につい

ての調査をし、審査会に

て障害支援区分の決定を

します。

※サービスの種類、決定
の状況により、認定調査、
区分認定が必要ない場合

サービス等利用計画案と
その他必要書類（工賃額
証明、障害年金等の額が
わかる物の写し等）を障
がい福祉課に提出してく
ださい。

障がい福祉課からサービス
利用決定通知及び受給者証
を交付します。

受給者証の交付後、
“サービス担当者会議”
が開催され、サービス等
利用計画の作成を行う。

利用するサービス提供事

業所と契約後、サービス

の利用開始。

その後、個別に定められ

た期間ごとに状況を確認

（モニタリング）します。


